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平成 26年 12月第 4回市議会定例会 

議案等概要 
 

 

１ 日  程 

（１） 招 集 告 示       １１月 ２１日（金） 

（２） 開 会       １２月  ２日（火） 

 

 

 

２  提出案件 

(１) 報 告              ６件 

(２) 条 例                  １１件 

(３) 補 正 予 算             ８件 

(４) 指 定 管 理 者 の 指 定             ６件 

(５) 財 産 の 購 入             ４件 

(６) 市 道 の 認 定 等             ３件 

（７） そ の 他 の 単 独 議 案             ３件 

計                 ４１件 

 

 

 

土 浦 市 
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提 出 案 件 一 覧 

 

報 告 

【専決処分 ６件】 

１ 報告第３５号  専決処分の承認について(平成２６年度土浦市一般会計補正予算(第５回)) 

２ 報告第３６号  専決処分の承認について(平成２６年度土浦市一般会計補正予算(第６回)) 

３ 報告第３７号  専決処分の報告について(和解について) 

４ 報告第３８号  専決処分の報告について(和解について) 

５ 報告第３９号  専決処分の報告について(和解について) 

６ 報告第４０号  専決処分の報告について(和解について) 

 

議 案 

【条例 １１件】  

１ 議案第１１８号  土浦市行政組織条例及び土浦市公告式条例の一部改正について 

２ 議案第１１９号  土浦市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

３ 議案第１２０号  土浦市国民健康保険条例の一部改正について 

４ 議案第１２１号  土浦市と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受     

け取る権利の放棄に関する条例の一部改正について 

５ 議案第１２２号  土浦市営住宅条例の一部改正について 

６ 議案第１２３号  土浦市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

７ 議案第１２４号  土浦市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

８ 議案第１２５号  土浦市障害児就学指導委員会条例の一部改正について 

９ 議案第１２６号  土浦市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支 

援等に係わる介護予防のための効果的な支援の方法に関す基準等を定める

条例の制定について 

10 議案第１２７号  土浦市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例 

の制定について 

 

11 議案第１２８号  土浦市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の制定について 

 

【予算 ８件】                        

１ 議案第１２９号  平成２６年度土浦市一般会計補正予算(第７回) 

２ 議案第１３０号  平成２６年度土浦市国民健康保険特別会計補正予算（第２回） 

３ 議案第１３１号  平成２６年度土浦市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1回） 

４ 議案第１３２号  平成２６年度土浦市介護保険特別会計補正予算（第２回） 

５ 議案第１３３号  平成２６年度土浦市下水道事業特別会計補正予算（第２回） 

６ 議案第１３４号  平成２６年度土浦市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１回） 

７ 議案第１３５号  平成２６年度土浦市土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計補正予算（第１

回） 
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８ 議案第１３６号  平成２６年度土浦市水道会計補正予算(第１回) 

 

【指定管理者の指定 ６件】  

  １ 議案第１３７号  土浦市老人福祉センター「つわぶき」の指定管理者の指定について 

   ２ 議案第１３８号  土浦市老人デイサービスセンター「つわぶき」の指定管理者の指定に 

            ついて 

３ 議案第１３９号  土浦市国民宿舎「水郷」の指定管理者の指定について 

４ 議案第１４０号  土浦市レストハウス「水郷」の指定管理者の指定について 

５ 議案第１４１号  土浦まちかど蔵の指定管理者の指定について 

   ６ 議案第１４２号  土浦市小町の館の指定管理者の指定について 

 

【財産の取得 ４件】 

１ 議案第１４３号  財産の取得について （新庁舎ネットワーク機器購入） 

２ 議案第１４４号  財産の取得について （新庁舎用什器購入その１（事務机及び間接照明シス  

テム)) 

 

３ 議案第１４５号  財産の取得について (新庁舎用什器購入その２（収納・ラック・カウンター）） 

４ 議案第１４６号   財産の取得について (新庁舎用什器購入その３（事務用椅子・応接セット・ 

                     会議用什器・パーティション等）） 

【市道の認定等 ３件】 

１ 議案第１４７号  市道の路線の認定について 

２ 議案第１４８号  市道の路線の変更について 

３ 議案第１４９号  市道の路線の廃止について 

 

【その他の単独議案 ３件】 

１ 議案第１５０号 町の区域の変更について 

２ 議案第１５１号 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合規約の変更について  

３ 議案第１５２号 土浦市及びつくば市住民の公共下水道の相互利用について  
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平成 26年第 4回市議会定例会 報告 

 

【専決処分 ６件】                      

１ 報告第３５号 専決処分の承認について(平成２６年度土浦市一般会計補正予算(第 

５回))   

 

 

 

※専決処分日・・・平成 26年 9月 19日 (納付期限：平成 26年 10月 17日から 20日以内) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円

補正前の額 補正額 補正後計

56,090,393 7,968 56,098,361

94,844,797 7,968 94,852,765

千円

補正前の額 補正額 補正後計

歳入 諸収入 1,089,855 7,968 1,097,823

合　　計 56,090,393 7,968 56,098,361

歳出 衛生費 3,895,774 7,968 3,903,742

合　　計 56,090,393 7,968 56,098,361

会　計　別

合計(全会計)

☆予算総括表

一般会計

区　　　　分

一般会計歳入歳出予算

国県支出金 地方債 その他 一般財源
補正予算額

（単位：千円）

7,968 7,968

補正予算の財源内容
備　　　　　　　考

・平成25年12月に行なわれた平成23年度バイオマス地域利
活用交付金に係る農林水産省所管国庫補助金等会計実地検
査の結果,一部補助対象事業に含まれない経費を実績報告に
含めたことにより,過大に交付金の交付を受けていたことが
判明したため,過大に交付を受けた事業に係る交付金につい
て返還するもの。
【歳入】
地域バイオマス利活用施設整備事業補助金返還金(雑入)
7,968千円
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２ 報告第３６号 専決処分の承認について(平成２６年度土浦市一般会計補正予算(第 

６回))   

 

 

 

 

 

 

※専決処分日・・・平成 26年 11月 21日（衆議院の解散日と同日） 

  

千円

補正前の額 補正額 補正後計

56,098,361 55,970 56,154,331

94,852,765 55,970 94,908,735

千円

補正前の額 補正額 補正後計

県支出金 2,687,388 54,794 2,742,182

繰越金 167,758 1,176 168,934

合　　計 56,098,361 55,970 56,154,331

総務費 9,288,407 55,970 9,344,377

合　　計 56,098,361 55,970 56,154,331

会　計　別

合計(全会計)

歳入

歳出

☆予算総括表

一般会計

区　　　　分

一般会計歳入歳出予算

国県支出金 地方債 その他 一般財源

選挙管理委員会運営

衆議院議員選挙費 ・衆議院議員の解散に伴う衆議院議員総選挙の執行経費
【歳入】
衆議院議員選挙費委託金（県委託金）
54,794千円

総務費

補正予算額

（単位：千円）

1,176 1,176

款 事業等
補正予算の財源内容

備　　　　　　　考

★補正予算の主な内容

 ･読取分類機等の購入に係る経費

54,794 54,794
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３ 報告第３７号 専決処分の報告について(和解について)      

公用車に係る物損事故の和解                         

事故発生年月日  平成 26年 8月 29日(金) 午前 10時 05分頃 

事故発生場所  土浦市沢辺 1423番地内 (土浦市立新治幼稚園駐車場内) 

相 手 方 
土浦市 

男性 

原因・状況等  
公用車(新治中学校用務中)がバックしたところ,駐車中の相手方車両に接触し 

車両の一部を破損させた。 

和 解 内 容  
土浦市の損害賠償額 49,075円（相手方損害額 49,075円×100％） 

その余の請求権の放棄 

専 決 処 分 日 平成 26年 9月 18日 

 

 

４ 報告第３８号 専決処分の報告について(和解について)        

公用車に係る物損事故の和解                          

事故発生年月日  平成 26年 9月 17日(水) 午前 11時 00分頃 

事故発生場所  土浦市中央一丁目 13番地内 (水戸地方裁判所土浦支部駐車場内) 

相 手 方 
つくば市 

女性 

原因・状況等  
公用車（納税課用務中）がバックしたところ,駐車中の相手方車両に接触し 

車両の一部を破損させた。 

和 解 内 容  
土浦市の損害賠償額 68,430円（相手方損害額 68,430円×100％） 

その余の請求権の放棄 

専 決 処 分 日 平成 26年 9月 29日 
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５ 報告第３９号 専決処分の報告について(和解について)        

公用車に係る物損事故の和解                         

事故発生年月日  平成 26年 10月 21日(火) 午後 3時 00分頃 

事故発生場所  土浦市都和一丁目 14番地内 

相 手 方 
土浦市 

男性 

原因・状況等  
公用車（環境保全課用務中）がバックしたところ,相手方宅の駐車場ポールに接

触し破損させた。 

和 解 内 容  
土浦市の損害賠償額 48,000円（相手方損害額 48,000円×100％） 

その余の請求権の放棄 

専 決 処 分 日 平成 26年 10月 30日 

 

６ 報告第４０号 専決処分の報告について(和解について)        

道路管理に係る物損事故の和解                       

事故発生年月日  平成 26年 10月 25日(土) 午前 10時 17分頃 

事故発生場所  土浦市川口一丁目 3番地内 

相 手 方 
石岡市 

男性 

原因・状況等  
相手方が市道を２人乗りベビーカーを押して通行中，歩道との段差によりベビ

ーカーの前輪を破損した。 

和 解 内 容  
土浦市の損害賠償額 196,900円（相手方損害額 196,900円×100％） 

その余の請求権の放棄 

専 決 処 分 日 平成 26年 11月 11日 
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平成 26年第 4回市議会定例会 議案 

 

【条 例 １１件】 

１ 議案第１１８号 土浦市行政組織条例及び土浦市公告式条例の一部改正について  

 

 

 

  

改正の趣旨 新治支所住所移設(平成 27年 2月 2日)に伴う改正 

改正の主な内容     ○新治支所及び新治支所掲示場の位置の改正 

 (新治支所敷地内での移設による)  

                  

 

施行日 平成 27年 2月 2日(移設の日に合わせる) 

改正前 

 

改正後 

 土浦市藤沢 975 番地 

 

土浦市藤沢 990番地 

 

 

新治支所移設場所 
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２ 議案第１１９号 土浦市職員の給与に関する条例等の一部改正について  

 

 

  

改正の趣旨 平成 26年度人事院勧告に基づく改正 

改正の主な内容     ○一括して改正となる条例 

・土浦市職員の給与に関する条例   

・土浦市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例  

・土浦市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例  

       

① 民間給与との較差解消(平成 26年度の改正) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 給与制度の総合的な見直し(平成 27年度の改正) 

施行日 ① 公布の日から施行する  

② 平成 27年 4月 1日 

・若年層に重点においた給料表水準の引上げ(平成 26 年 4 月遡及) 

 ・平均改定率 0.3% 

・一般職勤勉手当の引上げ(平成 26年 12月分から) 

 ・平成 26年 12月期 勤勉手当支給月数：0.15月引上げ 

  (現行 0.675月→改定後 0.825月) 

・通勤手当の見直し(平成 26年 4月遡及)  

・距離に応じて 100円～7,100円増額 

・議員・特別職の期末手当の引上げ(平成 26年 12月分から) 

・平成 26 年 12 月期 期末手当支給月数：0.15月引上げ 

    (現行 1.5月)→(改定後 1.65月)  

・主事を除いた給料表水準の引下げ 

 ・平均改定率▲2.0% 

・管理職特別勤務手当支給基準の見直し 

 ・平日の深夜帯(午前 0時から午前 5時)に拡大 

 ・１勤務につき 6,000円を超えない範囲で支給 
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３ 議案第１２０号 土浦市国民健康保険条例の一部改正について   

改正の趣旨 産科医療補償制度の見直しに伴う改正 

改正の主な内容 ○条例による出産育児一時金の支給内容(総額 42万円)の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行日 平成 27年 1月 1日 

改正前 

 

改正後 

 

 

平成 27年 1月 1日以降の出産一時金に含まれる産科医療補償制度に

よる掛金が 3万円から 1万 6千円に引下げることに伴い，加算金も

3万円から 1万 6千円への引下げるが、一時金総額は 42万円を維持

する。 

 

    

出産育児一時金 39万円(条例) 

＋ 

産科医療補償制度による掛け金分の加算 3万円(規則) 

       ＝ 

一時金総額 42万円 

出産育児一時金 40万 4千円(条例) 

＋ 

産科医療補償制度による掛け金分の加算 1万 6千円(規則) 

       ＝ 

一時金総額 42万円 

健康保険施行令の改正 

一時金総額 42万円を維持 

・出産育児一時金・・・40万 4千円 

・産科医療補償制度掛金・・・1万 6千円 

 

※参考：産科医療補償制度による掛け金とは 

通常の妊娠・分娩にもかかわらず、脳性まひとなった小児に対し

補償金として 3,000 万円を受けるための掛金 

 

 

産科医療補償制度の見直し 

条 例 の 改 正 
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４ 議案第１２１号 土浦市と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金

を受け取る権利の放棄に関する条例の一部改正について 

 

 

 

５ 議案第１２２号 土浦市営住宅条例の一部改正について       

 

 

 

 

改正の趣旨 産業競争力強化法が制定され，産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措

置法(産活法)が廃止されることに伴う改正 

改正の主な内容     〇条例で定めている，損失補償契約に基づき市が協会より回収納付金を受け取る権

利について,中小企業の再生促進のため放棄することが認められるための条件等の

規定について,引用している法律の名称変更に伴う改正 

(制度上の変更はない) 

 

 

 

 

施行日 公布の日から施行する 

改正の趣旨 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の改

正に伴う改正 

改正の主な内容     〇条例で定めている，市営住宅に入居できる中国残留邦人等の資格の規定について，

引用している法律の名称変更に伴う改正  

(制度上の変更はない) 

 

 

 

 

施行日 公布の日から施行する 

改正前 

 

改正後 

 中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進及び永住

帰国後の自立の支援に

関する法律 

 

中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立に関

する法律 

 

改正前 

 

改正後 

 産活法 

 

産業競争力強化法 
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６ 議案第１２３号 土浦市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 

 

改正の趣旨 児童扶養手当法の一部改正に伴う改正 

改正の主な内容     〇条例で規定する給付の調整に関する要件(児童扶養手当法関係)について，引用し

ている法律の条項の変更に伴う改正 

(制度上の変更はない) 

 

 

 

 

施行日 公布から日から施行する 

改正前 

 

改正後 

 
付則第 5 条第 7 項 

(1) 

児童扶養手当法第 4 条第 2

項第 2 号，第 5 号若しくは

第 10 号若しくは第 3 項第 2

号 

(2) 

児童扶養手当法第 4 条第 2

項第 3 号，第 8 号，第 9 号 

又は第 13 号 

付則第 5 条第 7 項 

(1) 

児童扶養手当法第 13 条の 2

第 1項第 1号から第 3号まで

若しくは第 2項第１号 

(2) 

児童扶養手当法第 13 条の 2

第 1項第 4号又は第 2項第 2

号 
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７ 議案第１２４号 土浦市放課後児童クラブ条例の一部改正について   

 

  

改正の趣旨 入所児童数増に伴うクラブの新設及び児童福祉法の一部改正等に伴う改正 

改正の主な内容     ① 児童クラブの新設（中村小学校） 

 

 

 

② 児童福祉法の改正関係 

 

・放課後児童クラブ入所児童の対象学年の改正 

 

 

 

 

・放課後児童クラブに配置する職員の名称の変更 

 

 

 

 

③ 放課後児童クラブ事業についての委託 

施行日 ① 平成 27年 2月 1日（供用開始日） ②平成 27年 4月 1日 

新設クラブ

中村小学校第1児童クラブ

中村小学校第2児童クラブ

中村小学校第3児童クラブ

土浦市中村南五丁目29番5号

改正後 

 

改正前 

 
小学１年～3 年 小学 1年～6年 

 

改正後 

 

改正前 

 
指導員 放課後児童支援員 

 

改正後 

 

改正前 

 
規定なし 適切な運営が確保でき

ると認められるものに

対し，その実施を委託す

ることができる。 
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８ 議案第１２５号 土浦市障害児就学指導委員会条例の一部改正について  

 

 

 

改正の趣旨 学校教育法施行令の一部改正に伴う改正 

改正の主な内容       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

        

 

 

                

① 条例の名称の変更 

 

 

 

 

② 支援対象者の名称の変更 

 

 

 

 

 

③ 支援内容等の変更 

施行日 公布の日から施行する 

○障害のある子どもは特別支援学校に原則就学するという従

来の就学先決定の仕組みを改める。 

○障害の状態，本人・保護者のニーズ，教育学及び医学等の

専門的見地からの意見を踏まえた総合的な観点から就学先

を決定する仕組みとする。 

○発達障害を含め，障害のあるすべての子どもを対象とする。 

 

学校教育法施行令の一部改正 

(特別支援教育の推進) 

改正後 

 

改正前 

 土浦市障害児就学指導委員会条例 土浦市教育支援委員会条例 

 

改正前 

 

改正後 

 
障害児 特別な教育的支援を必要とする

幼児児童生徒 

改正前 

 

改正後 

 
就学指導 就学支援等の教育支援 

条 例 の 改 正 
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９ 議案第１２６号 土浦市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予 

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の制定について         

 

 

１０ 議案第１２７号 土浦市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について            

 

制定の趣旨 地域主権一括法の制定による，介護保険法の一部改正により一部基準が条例に委任

されることに伴う制定 

条例の主な内容      ○市条例の規定となる基準 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

施行日 平成 27年 4月１日 

制定の趣旨 地域主権一括法の制定による，介護保険法の一部改正により一部基準が条例に委任

されることに伴う制定 

条例の主な内容      ○市条例の規定となる基準 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

施行日 平成 27年 4月１日 

 

１ 職員に関する基準 

・職員数，置かなければならない資格者等の基準 

２ 職員に関する基準以外の基準 

・基本方針・運営等の基準 

地域包括支援センター事業の基準 

 

１ 人員に関する基準 

・従業員，管理者等の基準 

２ 運営に関する基準 

・サービス計画，勤務体制，設備等の基準 

３ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

   ・指定介護予防支援に関する基本取扱方針，具体的取扱方 

針等の基準 

指定介護予防支援事業者の基準 
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１１ 議案第１２８号  土浦市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定について         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制定の趣旨 児童福祉法の一部改正に伴い放課後児童クラブの設備・運営等の基準について条例に

委任されることに伴う制定 

条例の主な内容      ○市条例の規定となる基準 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

施行日 平成 27年 4月１日 

 

○条例で定める主な基準 

・事業の一般原則 

・設備の基準 

・支援員の資格 

・衛生管理 

・開所時間及び日数 

・事故発生時の対応  

・その他 

放課後児童クラブの基準 
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【補正予算 ８件】                        

１ 議案第１２９号  平成２６年度土浦市一般会計補正予算(第７回) 

２ 議案第１３０号  平成２６年度土浦市国民健康保険特別会計補正予算（第２回） 

３ 議案第１３１号  平成２６年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第１回) 

４ 議案第１３２号  平成２６年度土浦市介護保険特別会計補正予算(第２回) 

５ 議案第１３３号  平成２６年度土浦市下水道事業特別会計補正予算(第２回) 

６ 議案第１３４号  平成２６年度土浦市農業集落排水事業特別会計補正予算(第 1回) 

７ 議案第１３５号  平成２６年度土浦市土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計 

補正予算(第１回) 

 ８ 議案第１３６号  平成２６年度土浦市水道会計補正予算(第１回) 

 

千円

補正前の額 補正額 補正後計

56,154,331 2,307,334 58,461,665

国民健康保険 16,648,923 △ 3,624 16,645,299

後期高齢者医療 1,375,348 1,460 1,376,808

介護保険 9,258,454 △ 179 9,258,275

下水道 5,160,797 △ 40,304 5,120,493

農業集落排水 132,529 3,200 135,729

駅前北地区再開発 310,234 3,837 314,071

水道 5,062,883 △ 2,513 5,060,370

94,908,735 2,269,211 97,177,946

千円

補正前の額 補正額 補正後計

国庫支出金 7,828,187 123,125 7,951,312

県支出金 2,742,182 61,211 2,803,393

繰入金 5,440,292 59,019 5,499,311

繰越金 168,934 614,634 783,568

諸収入 1,097,823 24,345 1,122,168

市債 8,308,500 1,425,000 9,733,500

合　　計 56,154,331 2,307,334 58,461,665

議会費 405,107 △ 5,033 400,074

総務費 9,344,377 2,007,754 11,352,131

民生費 17,560,148 246,907 17,807,055

衛生費 3,903,742 △ 28,493 3,875,249

農林水産費 963,665 △ 7,277 956,388

商工費 882,403 23,754 906,157

土木費 7,822,333 68,774 7,891,107

消防費 3,490,672 7,483 3,498,155

教育費 6,691,240 △ 6,535 6,684,705

合　　計 56,154,331 2,307,334 58,461,665

☆予算総括表

一般会計

区　　　　分

一般会計歳入歳出予算

特
別
会
計

会　計　別

合計(全会計)

歳入

歳出
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国県支出金 地方債 その他 一般財源

26,541 24,345

補正予算額

（単位：千円）

款 事業等
補正予算の財源内容

備　　　　　　　考

★補正予算の主な内容（一般会計）

新庁舎整備事業 409,801 59,019 350,782
・社会情勢の変化（資材，人件費等の高騰）に伴い設計変更した
ことによる，工事請負費及び工事監理委託料の増

総務費

所得税 2,196

・源泉所得税等の自己点検により判明した徴収漏れ分について，
本市が個人事業主に代わり事前納付することによる公課費
（内訳：本税　24,346千円，不納付加算税　1,201千円，延滞税
995千円）。
なお，本税分は後に個人事業主から徴収する。

22,000 ・市営住宅の修繕及び解体経費等の増土木費 22,000

教育費

4,881
 ・平成25年度に概算交付された未熟児養育医療給付費国庫負担
金の精算による返還金衛生費 4,881未熟児養育医療給付事業

公営住宅管理運営事業

22,000 ・乙戸小学校校舎棟の壁面等補修工事経費の増

その他
人事院勧告等に基づく人件
費の補正

46,530

都和児童館管理運営事業 4,800 4,800
 ・現在男女共同となっているトイレを，男女別に改修し，
あわせて男子トイレ内に車椅子対応ブースを設置する経費

民生費

障害福祉対策事業 3,771 3,771  ・心身障害児（者）福祉手当の受給者増による扶助費の増

46,530

・人事院勧告による民間給与との較差是正に係る補正等
　　・若年層に重点を置いた給料水準の引上げ
　　・勤勉手当の引上げ
　　・通勤手当の見直し　等

小学校施設管理 22,000

1,425,000 75,000

・H28.3の開院をめざし移転新築工事を進めている土浦協同病院
に建設費の一部を補助することに伴う補助金の増
【歳入】
・公的医療機関建設支援事業費債(合特債)　1,425,000千円

個人番号制度導入システム
整備事業

1,246 703 543

・マイナンバー制度導入に伴い，各地方公共団体が共同利用する
中間サーバーの整備経費が各地方公共団体負担となったことによ
る負担金の増
【歳入】
・個人番号制度導入システム整備等補助金(国庫補助金)703千円

土浦協同病院移転建設事業
費補助事業

1,500,000
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【指定管理者の指定】(６件) 

１ 議案第１３７号 土浦市老人デイサービスセンター「つわぶき」の指定管理者の指定 

について 

２ 議案第１３８号 土浦市老人福祉センター「つわぶき」の指定管理者の指定について 

３ 議案第１３９号 土浦市国民宿舎「水郷」の指定管理者の指定について 

４ 議案第１４０号 土浦市レストハウス「水郷」の指定管理者の指定について 

 ５ 議案第１４１号 土浦まちかど蔵の指定管理者の指定について 

 ６ 議案第１４２号 土浦市小町の館の指定管理者の指定について 

 

施設の名称 団体の名称 指定期間 

土浦市老人福祉センター「つわぶき」 

土浦市中都町一丁目 5428番地 2 

社会福祉法人 欣水会 H27.4.1～

H32.3.31 

土浦市デイサービスセンター「つわぶき」 

土浦市中都町一丁目 5428番地 2 

社会福祉法人 欣水会 H27.4.1～

H32.3.31 

土浦市国民宿舎「水郷」 

土浦市大岩田 255番地 

一般財団法人 土浦市産業文化事業団 H27.4.1～

H30.3.31 

土浦市レストハウス「水郷」 

土浦市大岩田 622番地１ 

一般財団法人 土浦市産業文化事業団 H27.4.1～

H30.3.31 

土浦まちかど蔵「大徳」 

土浦市中央一丁目 3番 16号 

土浦まちかど蔵「野村」 

土浦市中央一丁目 12番 5号   

一般社団法人 土浦市観光協会 H27.4.1～

H30.3.31 

土浦市小町の館 

土浦市小野 491番地 

一般財団法人 土浦市農業公社 H27.4.1～

H30.3.31 

 

  

【参考】 

地方自治法第 244条の 2第 6項 

 普通地方公共団体は，指定管理者の指定をしようとするときは，あらかじめ，当該普通地方公共 

 団体の議会の議決を経なければならない。 
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☆ 指定管理委託に係る債務負担行為について 

事 項 期 間 限度額 

土浦市老人福祉センター「つわぶき」指定管理

者指定管理料 

平成 27年度から 

平成 31年度まで 

98,340千円 

土浦市国民宿舎「水郷」指定管理者指定管理料 平成 27年度から 

平成 29年度まで 

85,500千円 

 

土浦まちかど蔵指定管理者指定管理料 平成 27年度から 

平成 29年度まで 

39,000千円 

 

土浦市小町の館指定管理者指定管理料 平成 27年度から 

平成 29年度まで 

34,400千円 

※土浦市老人デイサービスセンター「つわぶき」指定管理者指定管理料については,介護報酬等により運

営経費を賄うため，市からの指定管理料の支出はなく,債務負担行為は設定しない。 

※土浦市レストハウス「水郷」指定管理者指定管理料については,レストハウス営業収入により運営経費

を賄うため,市からの指定管理料の支出はなく,債務負担行為は設定しない。 
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【財産の取得 ４件】 

 

 

 

 

 

 

１ 議案第１４３号 財産の取得について 

新庁舎ネットワーク機器購入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 議案第１４４号 財産の取得について  

新庁舎用什器購入その１（事務机及び間接照明システム）  

 

 

 

  

区   分 事         項 

名 称 新庁舎ネットワーク機器購入 

契 約 金 額 42,012,000円 

契約の相手方 

土浦市並木 4－4－46 

株式会社つくば電気通信 

代表取締役 植田 利収 

契約の方法 
指名競争入札 入札日：平成 26年 11月 7日 

      仮契約日：平成 26年 11月 8日 

区   分 事         項 

名 称 
新庁舎用什器購入その１ 

（事務机及び間接照明システム） 

契 約 金 額 115,020,000円 

契約の相手方 

土浦市港町 3－17－10 

株式会社エフ・エガサキ 

代表取締役 江ヶ崎千重子 

契約の方法 
入札日：平成 26年 11月 19日  

仮契約日：平成 26年 11月 20日 

【参考】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得に関する条例 

 ・予定価格 ２，０００万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い 

       （土地については，１件５，０００㎡以上のものに限る。） 
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３ 議案第１４５号 財産の取得について  

新庁舎用什器購入その２（収納・ラック・カウンター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 議案第１４６号 財産の取得について 

新庁舎用什器購入その３（事務用椅子・応接セット・ 

会議用什器パーティション等）       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区   分 事         項 

名 称 新庁舎用什器購入その２（収納・ラック・カウンター） 

契 約 金 額 105,840,000円 

契約の相手方 

土浦市中央 1－11－2 

株式会社オオサワ 

代表取締役 大澤洋子 

契約の方法 
入札日：平成 26年 11月 19日  

仮契約日：平成 26年 11月 20日 

区   分 事         項 

名 称 
新庁舎用什器購入その３ 

（事務用椅子・応接セット・会議用什器・パーティション等） 

契 約 金 額 98,604,000円 

契約の相手方 

土浦市大手町 17－5 

株式会社フジタ 

代表取締役 藤田卓也 

契約の方法 
 入札日：平成 26年 11月 19日  

仮契約日：平成 26年 11月 20日 
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【市道の認定等 ３件】 

１ 議案第１４７号 市道の路線の認定について          

１ 西根南一丁目 8 号

線 

概要 民間会社による開発行為(戸建分譲)に伴う認定  

起点 

終点  

自 西根南一丁目 1928-11 

至 西根南一丁目 1928-1 

延長 60.78ｍ 

幅員 6.00ｍ～14.00ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西根南一丁目

児童公民館

西根南一丁目８号線

開発行為区域

中村郵便局

荒川沖

乙戸

７８９‐３

５１９‐９

１０３３‐１

７
６２‐

１
７６２‐１

７６０‐３

７４８

７４
８

７５２‐４

７６３‐４

５２４‐５

５２４‐７

５２４‐８

７
６３‐

５
７６２‐１

７４７

７
８５‐

３

８０７‐２

７８７‐３

７４８

７５３‐４

７５３‐３

５１９‐２

５１９‐３

７６６‐１０

７
８５‐

１

７６４‐５

５２５‐２１

５２５‐１６

５２５‐１８

５２５‐１９

５２５‐２０

５２５‐１７

５２５‐２４

５２
５‐９

７４５‐４

７４５

７４４‐４

７６５‐４

７６５‐１

７
７
７
‐
１

７
７
７
‐
６

７８４

７６７

７８４

７６６‐９

７６６‐５

５２
５‐２

２

５２
５‐
３
２

５２
８‐８

５３
０‐５

５２
８‐９

５３
０‐８

５３２‐７

７７
７
‐３

７３８‐１１

５２
８‐６

７６８‐９

７４１

７３９‐９

７６８‐２

７３９‐３

７６６‐
５
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２ 議案第１４８号 市道の路線の変更について         

１ 

 

 

下高津三丁目 8 号

線 

概要 現況道路機能を有していないことに伴い，隣地地主へ払下げを

することによる道路起点の変更 

 変更前 変更後 

起点 

終点 

自 下高津三丁目 268-5 

至 下高津三丁目 256-19 

自 下高津三丁目 549-1 

至 下高津三丁目 256-19 

延長 296.52ｍ 251.62ｍ 

幅員 1.30ｍ～6.05ｍ 2.30ｍ～6.05ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

変更後

変更前

下高津三丁目８号線
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３ 議案第１４９号 市道の路線の廃止について          

１ 中央二丁目 19 号

線 

概要 亀城モール整備事業に伴う廃止 

起点 

終点  

中央二丁目 846-2 

中央二丁目 844-3 

延長 11.20ｍ 

幅員 4.40ｍ 

2 中央二丁目 20 号

線 

概要 亀城モール整備事業に伴う廃止 

起点 

終点  

中央二丁目 847-2 

中央二丁目 847-1 

延長 11.90ｍ 

幅員 3.51ｍ 

  

 

位置図 
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【その他の単独議案 ３件】 

 

１ 議案第１５０号 町の区域の変更について             

  

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

  

変 更 の 理 由 土浦駅前北地区第一種市街地再開発事業に伴い町の区域に一部変更が 

生じるため 

事 業 名 土浦駅前北地区第一種市街地再開発事業 

変 更 内 容 有明町の一部(有明町 3557-5)を大和町に編入 

施行地区面積 8.16㎡ 

権利変更予定日 平成 27年 5月 

【参考】 

〇地方自治法 

 第二百六十条 

市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の

区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更

しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 

 

 

 

 

 

有 明 町 

大和町へ編入 

町の区域の変更

図 

有明町３５５７－５ 

駅北再開発事業施行区域 

大 和 町 
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２ 議案第１５１号 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合規約の変更について  

 

 

   

 

 

 

  

規約変更の趣旨 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合規約の共同処理をする事務 

の追加に伴う規約変更 

規約変更の主な

内容     

○規約第 3条(共同処理する事務)に追加される項目 

   

 

 

 

施行日 県知事の許可のあった日から施行する 

【参考】 

〇地方自治法 

（組織、事務及び規約の変更）  

第二百八十六条  

 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体（以下この節において「構成団体」という。）

の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとす

るときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総

務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第二

百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変

更しようとするときは、この限りでない。 

 

（議会の議決を要する協議）  

第二百九十条  

 第二百八十四条第二項、第二百八十六条（第二百八十六条の二第二項の規定によりその例に

よることとされる場合（同項の規定による規約の変更が第二百八十七条第一項第二号に掲げる

事項のみに係るものである場合を除く。）を含む。）及び前二条の協議については、関係地方公

共団体の議会の議決を経なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 神立駅自由通路の整備事業に関する事務 

② 神立駅駅舎橋上化の整備事業に関する事務 

③ 神立駅東口歩行者専用道路の整備事業に関する事務 
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３ 議案第１５２号 土浦市及びつくば市住民の公共下水道の相互利用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

協議する協定の

趣旨 

土浦市,つくば市の住民がそれぞれ,つくば市,土浦市の下水道本管を利用するために

必要となる協定の締結 

協議する協定の

主な内容    

○行政界の公共下水道区域外流入の取扱について 

  

 

○対象地区 

 

   

  

利用形態
分担金の徴収
者

使用料の徴収
者

放流の基準
公共汚水枡管
理者

土浦市住民
　　　↓
つくば市施設利用

土浦市 つくば市 つくば市
土浦市又は土浦
市の住民

つくば住民
　　　↓
土浦市施設利用

つくば市 土浦市 土浦市
つくば市又はつ
くば市の住民

土浦市 つくば市

宍塚
上高津
中村西根

下広岡
大角豆

【参考】 

〇地方自治法 

(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用) 

第二百四十四条の三 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共

団体との協議により、公の施設を設けることができる。 

２ 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体

の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。 

３ 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない 

 

 

 

 

 

 


